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厚
生
労
働
省

○

告
示
第

号

経
済
産
業
省

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及

通
商

び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十
年

労

産
業
省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

働

省

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

前
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

我
が
国
の
中
小
企
業
は

多
様
な
消
費
者
ニ

ズ
に
対
応
し
た
財
及
び
サ

ビ
ス
の
提
供
を
担
っ
て
お
り

経
済
社

、
ー

ー
、

会
の
活
力
の
源
泉
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

ま
た

中
小
企
業
は

地
域
に
密
着
し
た
企
業
で
あ
る
こ

。

、
、

と
労
働
者
一
人
一
人
に
任
さ
れ
て
い
る
仕
事
の
範
囲
が
広
い
こ
と

組
織
が
柔
軟
で
あ
る
こ
と
か
ら

労
働
者
が
個

、
、

、

性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
職
場
を
数
多
く
提
供
し
て
い
る

し
か
し
な
が
ら

中
小
企
業
の
状
況
を
み
る
と

大
企
業

。

、
、

と
比
較
し

賃
金
や
福
利
厚
生
を
は
じ
め

雇
用
管
理
面
に
お
い
て
依
然
と
し
て
格
差
が
み
ら
れ

労
働
力
の
確
保
を

、
、

、

。

円
滑
に
進
め
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い



- -2

さ
ら
に

我
が
国
経
済
社
会
の
活
力
を
維
持
し
つ
つ

雇
用
の
安
定
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は

新
た
な
雇
用
の
機

、
、

、

会
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り

そ
の
主
要
な
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
が
中
小
企
業

と
り
わ
け
新

、
、

た
な
事
業
の
分
野
へ
の
進
出
や
事
業
の
開
始

以
下

新
分
野
進
出
等

と
い
う

に
積
極
的
に
挑
戦
す
る
中
小
企

（

「

」

）

。

業
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ら
の
中
小
企
業
に
お
い
て
も

資
金
面
等
の
問
題
を
中
心
に

雇
用
管
理
の
改
善

。

、
、

、

。

を
進
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
が
実
状
で
あ
り

良
好
な
雇
用
の
機
会
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

、

以
上
に
か
ん
が
み
れ
ば

中
小
企
業
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置
を
促
進
す
る
こ
と
は

中
小
企
業
に
お
け
る

、
、

労
働
力
の
確
保
に
と
っ
て
不
可
欠
な
取
組
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り

中
小
企
業
の
職
場
と
し
て
の
魅
力
を
よ
り
向
上

、

さ
せ

労
働
者
に
と
っ
て
良
好
な
雇
用
の
機
会
を
創
出
す
る
こ
と
に
大
い
に
資
す
る
も
の
で
あ
る

そ
し
て

こ
う
し

。

、
、

た
取
組
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は

中
小
企
業
の
振
興
と
中
小
企
業
で
働
く
労
働
者
の
職
業
の
安
定
そ
の
他
福
祉
の
増
進

、

。

を
図
り

ゆ
と
り
と
豊
か
さ
の
あ
る
国
民
生
活
を
実
現
し
て
い
く
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る

、

こ
の
基
本
指
針
は

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
脚
し
て

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用

、
、

の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律

平
成
３
年
法
律
第
５
７
号

第
３
条
に
基
づ
き

（

）

中
小
企
業
者
が
行
う
労
働
力
の
確
保
を
図
る
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創

、出
に
資
す
る
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置
に
関
し

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
及
び
雇
用
の
動
向
に
関
す
る
事
項

、
、

中
小
企
業
者
が
行
う
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置
の
内
容
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
中
小
企
業
者
が
雇
用
管
理
の
改

、

。

善
に
係
る
措
置
を
行
う
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
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第
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
及
び
雇
用
の
動
向
に
関
す
る
事
項

１
労
働
力
需
給
の
現
状
と
今
後
の
見
通
し

我
が
国
の
最
近
に
お
け
る
労
働
力
需
給
に
つ
い
て
は

全
体
と
し
て
企
業
収
益
が
改
善
し

景
気
回
復
が
続
く

、
、

中
有
効
求
人
倍
率
が
１
倍
を
超
え
る
と
と
も
に

完
全
失
業
率
が
４

％
ま
で
低
下
す
る
な
ど

全
体
と
し

．
０

、
、

、。

て
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
が
続
い
て
い
る
も
の
の

緩
や
か
な
改
善
傾
向
に
あ
る

、

一
方

労
働
力
供
給
面
に
お
い
て
は

少
子
高
齢
化
と
い
う
人
口
構
造
の
急
激
な
変
化
の
下

１
５
歳
か
ら
６

、
、

、

。

４
歳
ま
で
の
生
産
年
齢
人
口
は
平
成
８
年
か
ら
減
少
に
転
じ

総
人
口
も
平
成
１
７
年
か
ら
減
少
が
始
ま
っ
た

、

こ
う
し
た
中
で

今
後
の
我
が
国
経
済
社
会
を
担
う
若
年
者
に
つ
い
て
は

平
成
１
７
年
に
お
い
て
若
年
失
業
者

、
、

は
１
３
９
万
人

フ
リ

タ
は
２
０
１
万
人

ニ
ト
は
６
４
万
人
と
な
る
な
ど

厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

、
ー

ー
、

ー
、

る
ま
た

い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が

平
成
１
９
年
以
降
６
０
歳
に
順
次
到
達
し

段
階
的
に
労
働
市
場
か
ら

。

、
、

、

の
引
退
過
程
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
り

労
働
力
人
口
減
少
が
加
速
し

熟
練
し
た
技
能
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
継
承
さ
れ

、
、

。

る
こ
と
な
く
失
わ
れ
て
い
く
熟
練
技
能
等
の
継
承
問
題
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

こ
の
よ
う
に

労
働
力
供
給
が
中
長
期
的
に
減
少
し
て
い
く
と
見
込
ま
れ
る
中
で

労
働
者
の
勤
労
意
識
を
み

、
、

る
と

近
年
の
国
民
の
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
指
向
の
強
ま
り
を
受
け
て

仕
事
よ
り
も
生
活
中
心
と
考
え
る
者
が
多

、
、

く
な
る
と
い
っ
た
変
化
が
み
ら
れ
る

こ
の
た
め

心
身
の
健
康
や
生
活
に
配
慮
し
た
労
働
時
間
等
の
設
定

良

。

、
、
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好
な
職
場
環
境

充
実
し
た
福
利
厚
生
等
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り

こ
れ
は
若
年
層
に
つ
い
て
特
に
顕
著
と

、
、

。

な
っ
て
い
る

２
中
小
企
業
の
経
営
の
動
向
及
び
労
働
力
の
確
保
の
現
状

中
小
企
業
の
経
営
の
動
向
に
つ
い
て
は

民
需
主
導
に
よ
る
我
が
国
経
済
の
回
復
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続

、

す
る
中

中
小
企
業
の
景
況
感
に
も
総
じ
て
改
善
の
動
き
が
見
ら
れ
る
が

依
然
と
し
て
大
企
業
と
比
べ
た
際
の

、
、

格
差
が
存
在
し
て
い
る

ま
た

最
近
の
景
気
回
復
を
牽
引
す
る
自
動
車

情
報
通
信
機
器
等
の
製
造
業
や
情
報

。

、
、

関
連
産
業
が
集
積
し
て
い
る
大
都
市
圏
の
経
済
情
勢
の
改
善
が
進
ん
で
い
る
一
方

公
共
事
業
の
削
減
や
国
際
競

、

。

争
の
激
化
に
伴
う
地
場
産
業
の
衰
退
等
に
よ
り

景
況
感
の
回
復
の
足
取
り
が
重
い
地
域
も
み
ら
れ
る

、

中
小
企
業
の
労
働
力
の
確
保
の
現
状
に
つ
い
て
み
る
と

景
気
の
回
復
に
伴
い

全
体
と
し
て
雇
用
の
過
剰
感

、
、

が
ほ
ぼ
解
消
さ
れ
て
き
て
い
る
中

若
年
者
の
雇
用
に
対
し
て
は
不
足
感
が
強
い

熟
練
技
能
等
の
継
承
問
題
に

。

、

関
し
て
も

危
機
意
識
を
持
つ
要
因
と
し
て
若
年
者
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
を
挙
げ
る
割
合
が
高
い
の
が

大
企

、
、

業
と
比
較
し
た
中
小
企
業
の
傾
向
で
あ
る

一
方

社
会
問
題
化
し
て
い
る
若
年
失
業
者

フ
リ

タ
ニ

。

、
、

ー
ー
、

ー

ト
の
中
に
は
就
業
意
欲
の
あ
る
者
も
数
多
く
含
ま
れ
て
お
り

中
小
企
業
に
と
っ
て
は
若
年
者
確
保
の
好
機
で
あ

、

。

る
と
も
言
え
る

３
中
小
企
業
に
お
け
る
雇
用
管
理
の
現
状
及
び
労
働
力
の
確
保
の
課
題

中
小
企
業
に
お
け
る
雇
用
管
理
の
現
状
を
み
る
と

大
企
業
と
比
較
し

依
然
と
し
て
格
差
が
存
在
す
る

例 。

、
、
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え
ば

賃
金
水
準
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
の
労
働
者
の
年
齢
層
に
お
い
て
も

中
小
企
業
が
大
企
業
よ
り
も
低
く

、
、

、

な
っ
て
い
る

ま
た

特
別
休
暇
制
度
の
導
入
率
や
法
定
外
福
利
費
の
額
に
つ
い
て
も

企
業
規
模
が
小
さ
く
な

。

、
、

る
ほ
ど
低
く
な
る
傾
向
が
あ
る

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
中
小
企
業
が
労
働
力
の
確
保
を
円
滑
に
進
め
て
い

。

。

く
の
は
容
易
で
は
な
い

一
方

自
己
実
現
や
生
活
を
重
視
す
る
個
人
意
識
・
価
値
観
の
変
化
を
背
景
に

就
業
者
は

賃
金
の
多
寡
や

、
、

、

福
利
厚
生
の
水
準
の
み
な
ら
ず

仕
事
の
内
容
等
も
踏
ま
え
て
勤
務
先
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら

自
社
で
働

、
、

く
こ
と
の
魅
力
を
労
働
市
場
に
積
極
的
に
周
知
し
て
い
く
こ
と
等
の
取
組
も

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確

、

保
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら

中
小
企
業
の
場
合
は

知
名
度
の
低
さ
や
時
間
的
・
資
金
的
余
裕

。

、
、

の
な
さ
か
ら

情
報
の
発
信
が
容
易
な
大
企
業
と
比
較
し
て

十
分
に
ア
ピ

ル
で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の

、
、

ー

。

が
実
状
で
あ
る

さ
ら
に

新
分
野
進
出
等

「

、

労
働
時
間
の
短
縮

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

画
を
策
定
す
る
と
と
も
に

第
２
本
文
中
「

」
を
「

」
に
、

、
、

、

の
改
善
に
関
す
る
取
組
を
行

加
え
て

新
分
野
進
出
等

「

、

画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、

に
際
し
て
は

個
別
中
小
企
業
者
に
お
い
て

中
長
期
的
な
事
業
計
画
と
要
員
計

、
、

の
改
善
に
関
す
る
取
組
を
行
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を

そ
れ
ら
計
画
に
基
づ
き
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
よ
う
な
雇
用
管
理

さ
ら
に

事
業
協
同
組
合

、

」

っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。

を
図
り

職
場
に
定
着
さ
せ

、

。

要
で
あ
る

に
際
し
て
は

個
別
中
小
企
業
者
に
お
い
て

中
長
期
的
な
事
業
計
画
と
要
員
計

、
、

そ
れ
ら
計
画
に
基
づ
き
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
よ
う
な
雇
用
管
理

。

っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

に
改
め
る
。

等
又
は
個
別
中
小
企
業
者
が

青
少
年
の
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上

、

る
よ
う
な
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
取
組
を
計
画
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
も
重

」

第
２
の
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

１
労
働
時
間
の
短
縮

１
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

労
働
時
間
の
短
縮
は

労
働
者
に
と
っ
て

自
由
時
間
の
拡
大
に
よ
る
余
暇
の
創
出

ゆ
と
り

第
２
の
１
の

中
「

(1)

、
、

、

と
豊
か
さ
の
あ
る
生
活
を
創
造
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て

労
働
時
間

休
日
数

年
次
有
給
休
暇

」
を
「

、
、

を
与
え
る
時
季
そ
の
他
の
労
働
時
間
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
労
働
者
の
健
康
と
生
活
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
多
様

な
働
き
方
に
対
応
し
た
も
の
へ
と
改
善
す
る
こ
と
は

職
場

職
場
づ
く
り

の
た
め
の
重
要
な

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に

要
素

に
も
不
可
欠
な
も
の

こ
の
た
め

労
働
時
間
の
短
縮

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

、

意
識
改
革

意
識
改
革
及
び
個
々
の
労
使
の
話
し
合
い
が
十
分
に
行
わ
れ
る
体
制
の
整
備

所
定
外

、
「

」
を
「

」
に
、
「
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」
を
「

」
に
改
め
る
。

労
働
時
間
の
削
減

所
定
外
労
働
の
削
減
等

ノ
残
業
デ

ノ
残
業
デ

ノ
残
業
ウ
ィ

ク
や
フ
レ
ッ

第
２
の
１
の

中
「

」
を
「
「

」
・
「

」
」
に
、
「

(2)

ー
ー

ー
ー

ー
ー

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」

ク
ス
タ
イ
ム
制

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
裁
量
労
働
制

所
定
外
労
働
時
間

所
定
外
労
働

、

に
改
め
、
同
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
健
康
の
保
持

育
児

介
護

妊
娠

出
産

単
身
赴
任

自
発
的
な
職
業
能
力
開
発

地
域
活
動
を
は

、
、

、
、

、
、

、

じ
め
と
し
た

労
働
者
各
人
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
事
情
に
応
じ
た
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

、

第
２
の
１
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

労
働
時
間
の
短
縮

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

(2)

企
業
規
模
等
種
々
の
格
差
を
抱
え
て
い
る

個
々
に
十
分
な
経
営
資
源
を
内
部
に
有
す
る

第
２
の
１
の

中
「

」
を
「

(3)
」
に
改
め
る
。

こ
と
が
で
き
な
い

基
本
方
針

基
本
的
方
向

介
護
休
業
制
度

子
の
看
護
休
暇

第
２
の
２
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

(2)

、

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

制
度

介
護
の
た
め
の

時
間
外
労
働
の
制
限
の
制
度
・
深
夜
業
の
制
限
の
制
度
・

企
業
規
模
等
種
々
の
格
差
を
抱
え
て
い
る

個
々
に
十
分
な
経
営
資
源
を
内
部
に
有
す
る

第
２
の
２
の

中
「

」
を
「

(3)
」
に
改
め
る
。

こ
と
が
で
き
な
い

ス
ケ

ル
・
メ
リ
ッ
ト
を
い
か
す

個
々
で
取
り
組
む
よ
り
も
不
足
す
る
経
営
資
源
を
相

第
２
の
４
の

中
「

」
を
「

(3)

ー

」
に
改
め
る
。

互
に
補
完
し
合
う

並
び
に
新
分
野
進
出
等

新
分
野
進
出
等

労
働
者
の
育
成
に
資
す
る
能

第
２
の
６
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

(1)

、
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力
開
発

青
少
年
の
育
成
に
資
す
る
実
践
的
な
能
力
開
発
並
び
に
労
働
者
が
そ
の
習
得
に
相
当
の
期
間
を

」
の
次
に
「、

要
す
る
熟
練
し
た
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

以
下

熟
練
技
能
等

と
い
う

の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
習

（

「

」

）

。

」
を
加
え
る
。

得
に
資
す
る
能
力
開
発

第
２
の
６
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

中
小
企
業
者
が
行
う
措
置

(
2
)

。

上
記
の
基
本
的
方
向
に
沿
っ
て

中
小
企
業
者
は

以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い

、
、

ア
日
常
の
業
務
を
通
じ
て
必
要
な
知
識

技
能
又
は
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
訓
練

オ
ン
・
ザ
・
ジ

（

、

ョ
ブ
・
ト
レ

ニ
ン
グ

及
び
日
常
の
業
務
か
ら
離
れ
て
講
義
を
受
け
る
等
に
よ
り
必
要
な
知
識

技
能
又

）
ー

、

は
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
訓
練

オ
フ
・
ザ
・
ジ
ョ
ブ
・
ト
レ

ニ
ン
グ

の
計
画
的
な
実
施

（

）

ー

イ
資
格
習
得
の
た
め
の
通
信
教
育
の
受
講
や
セ
ミ
ナ

・
講
習
会
へ
の
参
加
等
の
労
働
者
の
自
己
啓
発
へ
の

ー

援
助
の
実
施

ウ
熟
練
技
能
等
の
習
得
の
た
め
に

熟
練
技
能
等
を
有
す
る
労
働
者
が
指
導
す
る
職
業
訓
練
の
実
施

熟
練

、
、

技
能
等
に
関
す
る
情
報
を
体
系
的
に
管
理
し

そ
の
提
供
を
行
う
等
労
働
者
が
熟
練
技
能
等
を
効
果
的
か
つ

、

効
率
的
に
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
援
助
の
実
施

エ
高
度
人
材
を
育
成
・
確
保
す
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
措
置

ⅰ
高
付
加
価
値
化
等
を
担
え
る
高
度
人
材
の
育
成
人
材
高
度
化
の
た
め
の
体
系
的
・
計
画
的
な
教
育

(
)

(
)
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訓
練
の
開
発
・
実
施

ⅱ
人
材
高
度
化
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
設
備
の
整
備

(
)

ⅲ
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
や
大
学
・
大
学
院

専
修
学
校
・
各
種
学
校
等
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
た

(
)

、

め
の
有
給
教
育
訓
練
休
暇
制
度
の
導
入
等
人
材
高
度
化
の
援
助

ⅳ
研
究
交
流
の
た
め
の
出
向
等
能
力
開
発
の
た
め
の
人
材
交
流
制
度
の
導
入

(
)

オ
新
分
野
進
出
等
に
伴
い
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
資
す
る
次
に
掲
げ
る
措
置

ⅰ
新
分
野
進
出
等
に
伴
い
必
要
と
な
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
労
働
者
の
育
成
の
た

(
)

め
の
体
系
的
・
計
画
的
な
教
育
訓
練
の
開
発
・
実
施

ⅱ
新
分
野
進
出
等
に
伴
い
必
要
と
な
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
労
働
者
の
育
成
の
た

(
)

め
の
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
設
備
の
整
備

ⅲ
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
や
大
学
・
大
学
院

専
修
学
校
・
各
種
学
校
等
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
た

(
)

、

め
の
有
給
教
育
訓
練
休
暇
制
度
の
導
入
等
新
分
野
進
出
等
に
伴
い
必
要
と
な
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る

知
識
を
有
す
る
労
働
者
の
育
成
の
た
め
の
援
助

ⅳ
研
究
交
流
の
た
め
の
出
向
等
新
分
野
進
出
等
に
伴
い
必
要
と
な
る
能
力
開
発
の
た
め
の
人
材
交
流
制

(
)

度
の
導
入

カ
青
少
年
の
実
践
的
な
能
力
開
発
に
資
す
る
次
に
掲
げ
る
措
置



- -10

ⅰ
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施

(
)

ⅱ
事
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
集
合
研
修
へ
の
参
加

(
)

ⅲ
職
業
訓
練
と
組
み
合
わ
せ
た
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
実
施

(
)

第
２
の
６
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

な
お

以
上
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
に
際
し
て
も

個
別
の
中
小
企
業
者
の
み
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定
等

、
、

ノ
ウ
ハ
ウ
の
面
で
困
難
な
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら

事
業
協
同
組
合
等
に
よ
り
共
同
教
育
訓
練
の
実
施
を
進
め
る
こ

、

と
が
効
果
的
で
あ
る

ま
た

個
別
の
中
小
企
業
者
が
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
場
合
に
は

実
習
併
用
職

。

、
、

業
訓
練
に
係
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定

実
習
併
用
職
業
訓
練
に
よ
り
習
得
さ
れ
た
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

、
。

の
評
価
の
方
法
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

第
２
の
７
の

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を

受
入
れ

配
置

新
分
野
進
出
等

又
は
円
滑
な
技
能
継
承

(1)

、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

能
力
発
揮

や
青
少
年
の
職
場
定
着

第
２
の
７
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

中
小
企
業
者
が
行
う
措
置

(
2
)

第
一
に

高
度
人
材
の
配
置
を
図
る
こ
と
は

職
場
を
活
性
化
さ
せ

労
働
者
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
づ

、
、

、

く
り
に
資
す
る
こ
と
か
ら

中
小
企
業
者
は

高
度
人
材
の
委
嘱
等
に
よ
る
配
置
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望

、
、

。

ま
し
い
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第
二
に

中
小
企
業
者
が
新
分
野
進
出
等
を
行
う
に
際
し
て
は

即
戦
力
と
な
る
中
途
採
用
者
を
含
め
た
多

、
、

様
な
労
働
者
の
確
保
が
重
要
と
な
る
が

良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら

労
働
者
の
ニ

ズ
、

、
ー

。

に
応
じ
た
雇
用
管
理
制
度
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い

第
三
に

中
小
企
業
者
が
技
能
継
承
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は

そ
の
受
け
手
と
な
る
若
年
労
働
者
の
確

、
、

保
が
重
要
と
な
る
が

良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら

こ
れ
ら
次
世
代
を
担
う
若
年
労
働
者

、
、

が
将
来
に
わ
た
っ
て
生
き
が
い
を
持
っ
て
働
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
雇
用
管
理
制
度
の
構
築
を
図
る
こ
と
が

。

望
ま
し
い

第
四
に

職
業
生
活
の
将
来
設
計
モ
デ
ル
の
明
確
化
及
び
職
場
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
は

労
働
者
に
と
っ

、
、

て
そ
の
職
業
意
欲
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
か
ら

中
小
企
業
者
は

以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し

、
、

。

いア
労
働
者
に
対
す
る
昇
進
・
昇
格

配
置
の
モ
デ
ル
の
提
示
等
職
業
生
活
の
将
来
設
計
モ
デ
ル
の
明
確
化

、

イ
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
制
度
に
よ
り
労
働
者
の
参
加
意
識
を
高
め
る
等
仕
事
の
や
り
が
い
の
向
上
を
図
る

た
め
の
措
置

こ
の
た
め

特
に
新
分
野
進
出
等
を
行
う
中
小
企
業
者
を
始
め
創
造
性
の
あ
る
事
業
展
開
を
行
う
中
小
企
業

、

者
に
あ
っ
て
は

従
業
員
に
対
し
事
業
の
方
針
を
明
確
に
説
明
し

従
業
員
の
間
で
共
有
化
す
る
こ
と
が
重
要

、
、

。

で
あ
る
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ウ
適
性
検
査
の
活
用

希
望
職
場
の
自
己
申
告
制
度
の
導
入
等
配
置
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置

、

エ
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
定
期
的
な
実
施

第
五
に

今
後
の
労
働
力
需
給
の
見
通
し
に
か
ん
が
み
る
と

高
年
齢
者
及
び
パ

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
活

、
、

ー

。

用
や
能
力
発
揮
を
促
進
す
る
た
め

中
小
企
業
者
は

以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い

、
、

ア
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律

昭
和
４
６
年
法
律
第
６
８
号

第
９
条
の
規
定
に
よ
り

（

）

義
務
付
け
ら
れ
た
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
加
え

可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
６
５
歳
ま
で
の
安
定
し
た

、

雇
用
を
図
る
た
め
の
措
置
及
び
賃
金
・
退
職
金
制
度
を
含
め
た
人
事
管
理
制
度
の
見
直
し
等
高
年
齢
者
の
活

用
・
能
力
の
発
揮
の
た
め
の
措
置

イ
パ

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保

雇
用
管
理
改
善
の
た
め
の
措
置

ー
、

第
六
に

採
用
し
た
青
少
年
を
職
場
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
は

円
滑
な
技
能
継
承
に
不
可
欠
で
あ
り

青
少

、
、

、

年
の
雇
用
の
安
定
化
に
も
寄
与
す
る
こ
と
か
ら

中
小
企
業
者
は

以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し

、
、

。

いア
募
集
・
採
用
段
階
に
お
い
て

業
務
内
容
に
関
す
る
情
報
だ
け
で
な
く

育
成
方
針
や
教
育
訓
練
内
容
に

、
、

関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
伝
え
る
こ
と
に
力
を
入
れ
る
な
ど

青
少
年
の
入
社
前
後
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
で
き
る

、

だ
け
少
な
く
す
る
た
め
の
措
置

イ
若
年
労
働
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
配
慮
し
た
相
談
体
制
の
整
備
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ウ
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
明
示

目
標
管
理
制
度

教
育
訓
練
等
の
若
年
労
働
者
の
成
長
を
促
進
す
る
取
組

、
、


